


【国保】 

 

Ｄ-1 歯周病検査 

 

《令和２年９月８日新規》 

 

 

○ 取扱い 

原則として、「歯石沈着症（ＺＳ）」病名のみに対しては、歯周病検査の

算定は認めない。 

 

○ 取扱いの根拠 

歯石沈着症（ＺＳ）は、学術的にも明確な定義がないことや、病態等で

はなく、単に歯石沈着という状態を示していることから、この病名だけで、

歯周病の症状の把握や治療方針等の検討を行う歯周病検査の算定は適切

でないと考えられる。 

 

  



【国保】 

 

Ｄ-2 顎運動関連検査 

 

《令和２年９月８日新規》 

 

 

○ 取扱い 

原則として、咬合採得と同時算定でない顎運動関連検査の算定を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

咬合採得と顎運動関連検査を同時に実施しないことは、歯科医学的にも

あり得ることから、咬合採得と同時算定でない咬合採得後の顎運動関連検

査の算定は認められる。 

 

  



【国保】 

 

Ｄ-4 細菌簡易培養検査 

 

《令和３年２月２６日新規》 

 

 

○ 取扱い 

原則として、「歯髄壊疽（Ｐｕエソ）」病名で、細菌簡易培養検査の算定

を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

歯髄壊疽は、細菌感染によって壊死した歯髄が腐敗し、根管内の歯質が

感染した状態であるため、根管内の細菌感染の有無を把握する細菌簡易培

養検査を行うことは有用である。 

 

  



【国保】 

 

Ｄ-5 歯周病検査③ 

  

《令和４年１２月１日更新》 

《令和３年２月２６日新規》 

 

 

○ 取扱い 

原則として、画像診断の算定がない「Ｄ００２ 歯周病検査 ２ 歯周

精密検査」の算定を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

歯周病の病態によっては、画像診断を行わなくても、4点以上のポケッ

ト等を測定する歯周精密検査により歯周病の確定診断を行うことが臨床

上あり得るものと考えられる。 

  



【国保】 

 

Ｄ-6 顎運動関連検査② 

  

《令和３年２月２６日新規》 

 

 

○ 取扱い 

原則として、仮床試適と同日に行われた顎運動関連検査の算定を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

咬合関係をより正確に再現するため、仮床試適と顎運動関連検査を同日

に行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

 

  



【国保】 

 

Ｄ-7 顎運動関連検査③ 

  

《令和３年９月７日新規》 

 

 

○ 取扱い 

原則として、訪問診療時の顎運動関連検査の算定を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

訪問診療を行う患者であっても、姿勢が保持できる状態であれば、上下

顎の位置関係や下顎の運動経路を正確に把握することが可能である。 

 

  



【国保】 

 

Ｄ-8 細菌培養同定検査＜医科点数表＞ 

  

《令和３年９月７日新規》 

 

 

○ 取扱い 

原則として、「カンジダ性口角びらんの疑い」病名で、「Ｄ０１８ 細菌

培養同定検査 １ 口腔、気道又は呼吸器からの検体」＜医科点数表＞の

算定を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

確定診断を行う上で、原因を特定するために細菌培養同定検査を行うこ

とが臨床上あり得るものと考えられる。 

 

  



【国保】 

 

Ｄ-9 細菌培養同定検査＜医科点数表＞② 

  

《令和３年９月７日新規》 

 

 

○ 取扱い 

原則として、「舌膿瘍」病名で、「Ｄ０１８ 細菌培養同定検査 １ 口

腔、気道又は呼吸器からの検体」＜医科点数表＞の算定を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

確定診断を行う上で、原因を特定するために細菌培養同定検査を行うこ

とが臨床上あり得るものと考えられる。 

 

 


